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千葉市病児・病後児保育事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この事業は、児童が傷病の回復期にあり医療機関による治療の必要はないが他

の児童との集団生活が困難な期間、当該児童を預かる一時預かり事業を行うことによ

り、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の

向上に寄与することを目的とする。 

 

 （事業の委託） 

第２条 市長は、この事業を病院又は診療所（以下「病院等」という。）の長に委託し

て行うことができる。 

２ この事業を受託した病院等の長（以下「事業実施者」という。）は、この事業を病

院等に併設する施設（以下「実施施設」という。）において実施するものとする。 

 

 （対象児童） 

第３条 この事業の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、千葉市内に居住

している児童又は市内の保育所、保育園、認定こども園、地域型保育事業（以下「保

育所（園）等」という。）、幼稚園を利用する児童及び小学校（義務教育学校前期課

程含む。以下同じ。）の児童であって、かつ、次の各号の一に該当する傷病の回復期

にあり、他の児童との集団生活が困難な児童とする。ただし、回復期には至らない場

合も事業実施者の判断により対象児童とすることができる。 

（１）感冒、咽頭炎、中耳炎、扁桃腺炎、消化不良症（多症候性下痢）等乳幼児に日常

みられる疾患 

（２）麻疹、水痘、風疹、流行性耳下腺炎等の感染性疾患 

（３）喘息等の慢性疾患 

（４）熱傷等の外傷性疾患 

（５）その他事業実施者が必要であると判断した疾患 

 

 （利用の要件） 

第４条 この事業は、次の各号の一に該当する場合に利用することができる。 

（１）保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、看護、冠婚葬祭等社会通念上やむを 

得ないと認められる事由により家庭での育児を行うことが困難なとき。 

（２）市長が特に必要があると認めたとき。 

 

 （利用期間） 

第５条 この事業の利用期間は、他の児童との集団生活が困難であり、かつ、保護者が

家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし、原則として１回の利用につき連

続して７開室日以内とする。ただし、事業実施者が必要と判断したときは、必要最小

限度の範囲内で延長することができる。 

 

 （開室日及び開室時間） 

第６条 この事業の開室日は、原則として次の各号に掲げる日を除く毎日とする。ただ

し、特に市長が認める場合はこの限りではない。 
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（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）年末年始（１２月２９日から３１日まで並びに１月２日及び１月３日） 

２ この事業の開室時間は、原則として月曜日から金曜日までは午前８時から午後６時

までとし、土曜日は午前８時から午後１時までとする。 

 

 （事前登録） 

第７条 この事業の利用を希望する保護者は、年度毎にあらかじめ千葉市病児・病後児

保育事業利用登録票（様式第１号）を事業実施者に提出し、登録をするものとする。 

 

 （申請等） 

第８条 登録をした保護者は、この事業の利用に際し千葉市病児・病後児保育事業利用

申請書（様式第２号）を事業実施者に提出し、利用の申請を行うものとする。 

２ 事業実施者は、保護者の利用の申請に際し、必要と認める場合は実施施設に併設す

る病院等において児童の診察を行うことができる。 

 

 （対象児童の送迎） 

第９条 実施施設への対象児童の送迎は、保護者が行うものとする。 

 

（利用料等） 

第１０条 この事業を利用した保護者は、別表１に掲げる利用料を負担するものとする。 

２ 生活保護世帯、里親世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割課税額４８，

６００円未満の世帯（以下「生活保護世帯等」という。）は、別表１に掲げる生活保

護世帯等に係る利用料でこの事業を利用する場合は、事前登録から利用日までの間に、

千葉市病児・病後児保育事業利用料減免制度利用申請書（様式第４号）に、次に掲げ

る書類を添付して市長に提出し、生活保護世帯等に該当することを確認する「千葉市

病児・病後児保育事業利用料連絡票」（様式第５号。以下「連絡票」という。）の交

付を受けた上で、利用日に、当該連絡票を実施施設に提示しなければならない。 

（１）生活保護世帯 

 生活保護受給証明書（生計を一にする児童の保護者及び１５歳以上の同居人全員

（以下「保護者等」という。）） 

（２）里親世帯 

   措置証明書等、里親であることが確認できる書類 

（３）市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割課税額４８，６００円未満の世帯  

ア ４月から８月までの利用にあっては、前々年の所得を明らかにする前年度の市

県民税課税証明書 

イ ９月から翌年３月の利用にあっては、前年の所得を明らかにする当該年度の市

県民税課税証明書 

３ 市町村民税非課税世帯及び市町村民税所得割課税額４８，６００円未満の世帯にお

ける市町村民税の課税状況とは、この事業を利用した日の属する年度（４月から８月

までの利用についてはその前年度）における、保護者等の課税状況をいい、課税額４

８，６００円未満の世帯とは、保護者等の市町村民税所得割の課税額の合算が４８，

６００円未満の世帯をいう。 
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４ 第２項の規定にかかわらず、本市が世帯の所得状況等を確認することに保護者等が

同意した場合は、添付書類の提出を省略することができる。また、申請年の１月１日

（申請が４月から８月の場合は、申請年の前年の１月１日）に本市に住民登録がない

者は、保護者等の同意時に個人番号を明記することで、添付書類の提出を省略するこ

とができる。 

５ 第２項の連絡票の有効期間は、次のとおりとする。 

（１）当該連絡票の交付を受けた日が属する年度の４月から８月については、その年度

の８月３１日までとする。 

（２）当該連絡票の交付を受けた日が属する年度の９月から３月については、その翌年

度の８月３１日までとする。 

６ 生活保護世帯等に該当する期間内であり、かつ、生活保護世帯等であることを明ら

かにする書類を市長に提出した日の属する年度内の過去の利用分については、さかの

ぼって利用料の変更を行うことができる。 

７ 保護者は、利用料とは別にこの事業の利用期間中に要する食事代及びおやつ代の実

費相当額を負担するものとする。 

８ 実施施設は、利用料とは別にこの事業に伴う医療費を必要に応じて保護者から徴収

することができる。 

９ 実施施設は、予約をしたにも係わらず利用の取消があった場合、保護者から取消料

を徴収することができる。 

 

（委託料） 

第１１条 市長は、実施施設に対し、この事業に要する費用として別表２に定める委託

料を支払うものとする。 

 

 （実績報告） 

第１２条 事業実施者は、この事業を実施した月の翌月９日までに千葉市病児・病後児

保育事業実績報告書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 

 （実施施設の設備の基準等） 

第１３条 実施施設の設備の基準は、次のとおりとする。 

（１）保育室、観察室又は安静室、調理室及び調乳室、その他事業の実施に必要な設 

備を有すること。 

（２）保育室の面積は、原則として利用定員１人当たり１．９８㎡以上とし、１室  

８．０㎡を下回らないこと。 

（３）観察室及び安静室は、乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則 

として利用定員１人当たり１．６５㎡以上とすること。 

（４）専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳場として区画すること。 

２ 利用定員は４名以上とする。 

３ 職員の配置は、利用定員４名に対し看護師、准看護師、保健師又は助産師（以下「看

護師等」という。）及び保育士各１名以上とする。利用定員が４名を超える場合は、

利用定員が２名増加するごとに看護師等又は保育士１名以上を増員して配置するも

のとする。 

４ 事業実施者は、利用の少ない日等において、地域の保育所（園）等、幼稚園及び小
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学校への情報提供や巡回支援等を適宜実施すること。 

 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、こども

未来局長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、第１０条の改正規定は、平

成１８年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

２ この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、こ

の要綱による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお、当分の間、必要

な箇所を修正して使用することができる。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、こ

の要綱による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお、当分の間、必要

な箇所を修正して使用することができる。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、こ

の要綱による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお、当分の間、必要

な箇所を修正して使用することができる。 
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附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、こ

の要綱による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお、当分の間、必要

な箇所を修正して使用することができる。 

  附 則 

 この要綱は、平成２９年３月２１日から施行する。ただし、別表２の改正規定は平 

 成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年１０月１日から施行する。 

附  則  

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

２ この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、こ

の要綱による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお、当分の間、必要な箇所

を修正して使用することができる。 

附 則 

 この要綱は、令和６年１０月１日から施行する。 

附  則  

１ この要綱は、令和７年１２月２６日から施行し、令和７年４月１日から適

用する。  

２ この要綱の施行の際この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、こ

の要綱による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この要綱の施行前に作成された様式で、現に存するものは、なお、当分の間、必要

な箇所を修正して使用することができる。 
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別表１ 利用料 

利用者 利用料 

生活保護世帯及び里親

世帯、市町村民税非課税

世帯 

無料 

市町村民税所得割課税

額４８，６００円未満の

世帯 

この事業を利用する児童１人につき 

１日    １，０２０円 

６時間まで    ６１０円 

その他の世帯 

 

この事業を利用する児童１人につき 

１日    ２，０５０円 

６時間まで １，２３０円 

※ 生活保護世帯とは、この事業を利用した日におけるその該当の有無をいうものとする。 

※ 「市町村民税所得割課税額」とは、地方税法の規定による市町村民税の同法２９２条第

１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除く。）の

額（保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が指定都市（地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所

を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する

者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。また、法第２９２条第

１項第８号に規定する扶養親族のうち、年齢１６歳未満の者を同法第３１４条の２第１

項第１１号に規定する控除対象扶養親族と、年齢１６歳以上１９歳未満の者を同号に規

定する特定扶養親族とそれぞれみなして同法の規定を適用する。また、同法第３１４条

の７、第３１４条の８及び第３１４条の９並びに附則第５条第３項、附則第５条の４第

６項、附則第５条の４の２第６項、附則第５条の５第２項並びに附則第７条の２第４項

及び第５項、附則第７条の３第２項及び附則第４５条による控除をされるべき金額があ

るときは、当該金額を加算した額とする。）をいう。 

別表２ 委託料 

（１）基本額（年額） 

 ア 基本分 ６，２７０，０００円 

 イ 改善分 ２，５３８，０００円 

  （情報提供や巡回支援等の実施分） 

 

（２）利用した延べ児童数に応じた加算額 

利用延べ児童数 委託料 

５０人未満 ０円 

５０人以上    １００人未満 １，１３０，０００円 

１００人以上   １５０人未満 １，６９５，０００円 

１５０人以上   ２００人未満 ２，２６０，０００円 

２００人以上   ３００人未満 ３，３９０，０００円 
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３００人以上   ４００人未満 ４，５２０，０００円 

４００人以上   ５００人未満 ５，６５０，０００円 

５００人以上   ６００人未満 ６，７８０，０００円 

６００人以上   ７００人未満 ７，９１０，０００円 

７００人以上   ８００人未満 ９，０４０，０００円 

８００人以上   ９００人未満 １０，１７０，０００円 

９００人以上   １，０００人未満 １１，３００，０００円 

１，０００人以上 １，１００人未満 １２，４３０，０００円 

１，１００人以上 １，２００人未満 １３，５６０，０００円 

１，２００人以上 １，３００人未満 １４，６９０，０００円 

１，３００人以上 １，４００人未満 １５，８２０，０００円 

１，４００人以上 １，５００人未満 １６，９５０，０００円 

１，５００人以上 １，６００人未満 １８，０８０，０００円 

１，６００人以上 １，７００人未満 １９，２１０，０００円 

１，７００人以上 １，８００人未満 ２０，３４０，０００円 

１，８００人以上 １，９００人未満 ２１，４７０，０００円 

１，９００人以上 ２，０００人未満 ２２，６００，０００円 

２，０００人以上 ２，２００人未満 

 

２３，５４０，０００円 

２，２００人以上 ２，４００人未満 

 

２５，６８０，０００円 

２，４００人以上 ２，６００人未満 

 

２７，８２０，０００円 

２，６００人以上 ２，８００人未満 

 

２９，９６０，０００円 
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２，８００人以上 ３，０００人未満 

 

３２，１００，０００円 

３，０００人以上 ３，２００人未満 

 

３２，６４０，０００円 

３，２００人以上 ３，４００人未満 

 

３４，６８０，０００円 

３，４００人以上 ３，６００人未満 

 

３６，７２０，０００円 

３，６００人以上 ３，８００人未満 

 

３８，７６０，０００円 

３，８００人以上 ４，０００人未満 

 

４０，８００，０００円 

※４，０００人以上は別途協議 

 

（３）減免世帯加算 

世帯区分 委託料 

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 利用料相当額 

市町村民税所得割課税額４８，６００円

未満の世帯 

利用料相当額に不足する額 

 

（４）家賃補助加算 

１か月当たり１１１，０００円（上限） 

 

（５）施設管理費加算 

１か月当たり３０，８００円 

 

（６）研修参加費加算 

職員１人当たり１８，０００円（上限） 

※病児・病後児保育事業に従事する看護師等及び保育士に限る。 

 

（７）使用済紙おむつ処理経費加算 

８４円×延べ利用人数（３歳未満児に限る） 

 

（８）当日キャンセル対応加算 

年間キャンセル回数 委託料 

２５回以上５０回未満 ２４７，９００円 

５０回以上１００回未満 ５０２，５００円 

１００回以上１５０回未満 ６７０，０００円 

１５０回以上 １，００５，０００円 

 


